
令和元年 11 月 28 日  

気 象 庁 地 震 火 山 部  

 

配信資料に関するお知らせ 

～緊急地震速報の移行措置電文の配信終了について～ 

（配信資料に関する技術情報 第 476号関連） 

(平成 30年 7月 27日付お知らせ関連) 

 

平素より気象庁の地震火山業務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

気象庁では、2018年 3月の PLUM法の運用開始にあたり、従来法に加えて PLUM法の結果を反映し

た「新形式電文」の配信を行うとともに、各事業者における緊急地震速報の安定的な伝達の確保及

び PLUM法の円滑な導入のための当面の移行措置として、「旧形式電文」のフォーマットを変更せず

に従来法に加えて PLUM法の結果を反映した「移行措置電文」の並行配信を行ってまいりました。 

 

移行措置電文の配信は 2020年 3月をもってを終了するとお知らせしておりましたが(平成 30年 7

月 27日付お知らせ)、このたび配信終了日時を 2020年 3月 31日（火）13時と決定しました。 

引き続き緊急地震速報の利活用に支障が生じないよう所要の措置についてよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本件担当：気象庁地震火山部管理課地震津波防災対策室 

池田、古謝、竹本 03-3212-8341（内線 4666、4662） 

従来の手法による 

「旧形式電文」 

（ｷﾝｷﾕｳｼﾞｼﾝ 3、ﾅｳｷﾔｽﾄ

3、VXSE40、VXSE41） 

移行措置期間 

（２年間） 

PLUM法導入 

2018年 3月 22日 

PLUM 法の結果を反映した 

「移行措置電文」 

（ｷﾝｷﾕｳｼﾞｼﾝ 3、ﾅｳｷﾔｽﾄ 3、 

VXSE40、VXSE41） 

１年間延長 

PLUM 法の結果を反映した 

「新形式電文」 

（ｷﾝｷﾕｳｼﾞｼﾝ 13、ﾅｳｷﾔｽﾄ 13、 

VXSE43、VXSE44） 

2020年 3月 31日 

移行措置電文配信終了 


